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第５章 ⽅法書についての市⻑の意⾒ 

 

環境影響評価⽅法書について、札幌市⻑からの意⾒は表5-1に⽰すとおりである。 

 

表5-1 ⽅法書についての札幌市⻑からの意⾒ 

本事業では、JR札幌駅南⼝の正⾯に位置する札幌市中央区北４条⻄３丁⽬地区を対象事業実施区

域として、最⾼⾼さが220メートル、かつ延べ床⾯積が23万平⽅メートルに達する⼤規模建築物が建

設されるものである。 

環境影響評価の実施及び環境影響評価準備書の作成に当たっては、次に掲げる事項について⼗分

留意し、本事業による環境影響を極⼒回避⼜は低減すること。 

 

１ 総 論 

(1) 環境影響評価の着実な実施について 

本⽅法書において選定した環境影響評価項⽬について、適切に調査、予測及び評価を実施する

とともに、環境影響評価準備書に具体的に記載すること。また、計画段階環境配慮書に対する札

幌市⻑からの意⾒の内容についても着実に実施すること。 

(2) 環境影響評価の⼿法等に変更が⽣じた場合の対応について 

環境影響評価を⾏う過程において、環境影響評価の⼿法の選定等に係る事項に変更すべき事情

が⽣じた場合には、必要に応じて環境影響評価の⼿法等の⾒直しを⾏うなど適切に対応すること。

なお、そのように⾄った経緯については、環境影響評価準備書において明らかにすること。 

 

２ 各 論 

(1) 景観への影響について 

本⽅法書の第７章「配慮書における札幌市⻑意⾒に対する事業者の⾒解」の項⽬において、事

業者は、当該敷地に適⽤される「景観計画重点区域景観形成基準(札幌駅南⼝地区、札幌駅前通北

街区地区)」や「札幌駅前通北街区地区まちづくりガイドライン・景観まちづくり指針」等に適合

した緑化を踏まえた景観形成に配慮し、環境影響評価準備書や環境影響評価書で具体的な形態意

匠を計画建築物モンタージュに反映させ、景観に関する予測、評価を実施するとの⾒解を述べて

いる。 

しかしながら、第９章「景観に関する調査、予測及び評価の⼿法」の項⽬では、単にフォトモ

ンタージュを作成し、現況との⽐較を⾏うとの記載があるのみで、上述の事業者⾒解の内容を具

体的にどのような⼿法で実施するのかが⽰されていない。 

このように、配慮書における事業者⾒解と環境影響評価の⼿法の選定等に係るプロセスに乖離

がみられることから、環境影響評価準備書において、事業者⾒解を踏まえた環境影響評価の⼿法

や選定理由等について具体的かつ詳細に記載すること。 

 
  



 


